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           会議録の作成にあたっては、誤字・脱字等に十分注意しましたが、 

時間の関係上、印刷原稿の校正は、初校しか出来ませんでした。 

誤りのある場合は、誠に恐縮ですが、ご理解いただきたくお願い 

いたします。 

            渡島西部広域事務組合 議会議長 溝部 幸基 
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提出案件及び議決結果表 

 

議案番号 件       名 議決月日 議決結果 

１ 北海道町村議会議員公務災害補償等組合規約の変更について ７月１日 原案可決 

２ 北海道市町村総合事務組合規約の変更について ７月１日 原案可決 

３ 北海道市町村職員退職手当組合規約の変更について ７月１日 原案可決 

４ 
松前消防署水槽付消防ポンプ自動車（水－Ⅱ型）購入契約の 

締結について 
７月１日 原案可決 

５  ストックヤード建設工事請負契約の締結について ７月１日 原案可決 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



平成２８年 第２回 臨時会 
 

平成２８年７月１日（金曜日）第１号 
 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎議事日程及び会議に付した事件 

  日程第１ 会議録署名議員の指名 

   日程第２ 会期の決定 

日程第３ 議案第１号 北海道町村議会議員公務災害補償等組合規約の変更について 

日程第４ 議案第２号 北海道市町村総合事務組合規約の変更について 

日程第５ 議案第３号 北海道市町村職員退職手当組合規約の変更について 

日程第６ 議案第４号 松前消防署水槽付消防ポンプ自動車（水－Ⅱ型）購入契約の締結について 

日程第７ 議案第５号 ストックヤード建設工事請負契約の締結について 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎出席議員（１２名） 

    議長 １２番 溝部  幸基（福島町） 副議長 １１番 又地  信也（木古内町） 

        １番 佐藤  孝男（福島町）      ２番 堺   繁光（松前町） 

        ３番 手塚  昌宏（木古内町）      ４番 福嶋 克彦（木古内町） 

        ５番 成澤 五郎（知内町）      ６番 花田   勇（福島町） 

        ７番 谷口  康之（知内町）       ８番 西村  健一（松前町） 

        ９番 伊藤  政博（知内町）          １０番 伊藤  幸司（松前町） 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎欠席議員（０名） 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎出席説明員（１７名） 

管 理 者  鳴海 清春      副 管 理 者  髙木  壽 

 参 与  石山 英雄      参 与  大野 幸孝 

    参 与  大森 伊佐緒     幹 事  若佐 智弘       

幹 事  網野  眞      幹 事  大野  泰 

    監 査 委 員  本庄屋 誠       

 事 務 局 長  中島 和俊      消 防 長  高田  豊 

    衛生センター長  鳴海 英人      松前消防署長  鍋谷  悟 

    福島消防署長  中島 昌彦      知内消防署長  野戸 英二 

   木古内消防署長  伊藤 則幸      消防本部主幹  住吉 竜大 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

  ◎欠席説明員（１名）  

会 計 管 理 者  西田 啓晃           

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎職務のため議場に出席した議会事務局職員（３名） 

    書    記   梅岡  忍       書    記  岩本 一成 

    書    記   鳴海 千草       

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
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（開会 午後１時５８分） 

 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎開会・開議宣告 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○議長（溝部幸基）  

 本日は、ご苦労様です。 

 ただいまの出席議員は 12名で、議員定数の半数に達しており、会議は成立いたしましたので、平成 28年第 2

回臨時会を開会いたします。 

    

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎議事日程・諸般の報告 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○議長（溝部幸基）  

本日の議事日程は、お手元に配付のとおりでございます。 

   また、諸般の報告も既に印刷のうえ、皆様のお手元に配付のとおりですので、ご了承願います。 

 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎管理者の挨拶 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○議長（溝部幸基）  

次に、申し出がありますので、管理者の挨拶を行います。 

鳴海清春管理者。 

○管理者（鳴海清春）  

平成 28年第 2回臨時会の開催にあたり、一言ご挨拶を申し上げます。 

議員の皆様方には、第 2回臨時会にご出席をいただきまして、誠に有難うございます。 

 

まず、平成 27年度一般会計の決算がまとまり決算繰越額として、11,010,062円を計上することができまし

た。これも一重に、構成４町及び議員各位並びに職員の方々のご理解とご協力によるものと、心から感謝を

申し上げます。 

 

次に、5月 29日に大千軒岳付近へ山菜採りに出かけた方の捜索願が出され、29日と 30日の両日に陸上自

衛隊及び警察署並びに消防署員による捜索が行われましたが、本人が自力で下山し、無事が確認され安堵し

たところであります。なお、捜索には、松前消防署及び福島消防署の職員に、ご協力をいただいたところで

ございます。 

 

それでは、本日の議案の内容についてですが、予てよりし尿処理施設整備に関する調査特別委員会など

でご審議いただいておりましたストックヤード建設工事に関して、入札を終了し、仮契約を締結いたしま

したので、本契約に向けての契約議決のご審議をいただくものであります。 

また、併せて松前消防署の水槽付消防ポンプ自動車についても購入契約にあたって契約議決を提案する

ものであります。 

 

－２－ 



さらに、北海道町村議会議員公務災害補償等組合等の構成団体等の変更に伴う規約の変更議決となって

ございます。 

そのようなことで、この度の議案につきましては、組合規約の変更議決が 3 件、備品の購入契約の締結

に関する議案が 1件及び工事請負契約の締結に関する議案が 1件、計 5件の議案の審議をお願いするもの

であります。 

この後、議案の内容を担当者から詳しく説明いたしますので、何卒ご審議のうえ、議決を賜りますよう、

お願い申し上げまして、開催にあたっての挨拶といたします。 

 よろしく、お願いをいたします。 

○議長（溝部幸基） 

 管理者の挨拶が、終りました。 

 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎会議録署名議員の指名 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○議長（溝部幸基）  

日程第 1 会議録署名議員の指名を行います。 

   会議録署名議員は、規定に基づき、4番 福嶋克彦議員、5番 成澤五郎議員を、指名いたします。 

 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎会期の決定 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○議長（溝部幸基） 

 日程第 2 会期の決定を、議題といたします。 

お諮りいたします。 

本臨時会の会期は、本日 1日といたしたいと思いますが、ご異議ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（溝部幸基）  

ご異議なしと認め、本臨時会の会期は、本日 1日と決定いたしました。 

 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎議案第１号 北海道町村議会議員公務災害補償等組合規約の変更について 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○議長（溝部幸基）  

日程第 3 議案第 1号 北海道町村議会議員公務災害補償等組合規約の変更についてを、議題といたします。 

   提案理由の説明を求めます。 

   中島和俊事務局長。 

○事務局長（中島和俊）  

それでは、議案第 1号を説明します。 

議案の 1ページを、お開きください。   

 

議案第１号 北海道町村議会議員公務災害補償等組合規約の変更について 

地方自治法第 286号第 1項の規定により、北海道町村議会議員公務災害補償等組合規約を次のとおり変更 

する。                   －３－ 



平成 28年 7月 1日提出、渡島西部広域事務組合管理者。 

 

変更の内容につきましては、当該組合の構成団体が解散したことによる組合からの脱退であります。 

 内容を説明しますので、議案説明資料の１ページをお願いいたします。 

 

1 提案の理由について 

北海道町村議会議員公務災害補償等組合を構成する団体において、組織の解散に伴い当該組合からの脱退

が生じましたので、規約を変更しようとするものです。 

 

2 脱退する団体について 

脱退する団体は１団体で、平成 27年 11月 30日解散の、秩父別町ほか 4町で構成していた北空知学校給食

組合です。 

建築後４６年を経過した北空知給食センターの老朽化に伴い、平成 25年 3月に新組合である北空知圏学校

給食組合を設立し、平成 26年度給食センター建設後、平成 27年 4月から小中学校への給食を開始しており

ます。 

なお、新組合に加入しなかった雨竜町の学校給食につきましては、隣り町の新十津川町給食センターから

提供を受けているとのことでございます。 

 

3 変更の内容について 

 下記のとおり、別表第１中の「北空知学校給食組合」を削るものでございます。 

  

4 施行期日について 

 この規約は、地方自治法第 286条第 1項の規定による総務大臣許可の日から施行いたします。 

 

 以上で、説明を終わります。 

ご審議、よろしくお願いいたします。 

○議長（溝部幸基） 

 提案理由の説明が、終わりました。 

質疑を行います。 

（「なし」という声あり） 

○議長（溝部幸基） 

 質疑なしと認め、質疑を終わります。 

討論を行います。 

（「なし」という声あり） 

○議長（溝部幸基）  

討論なしと認め、討論を終わります。 

採決を行います。 

お諮りいたします。 

議案第 1号を決することに賛成の方は、起立を願います。 

（賛成者起立）               

○議長（溝部幸基） 

 起立全員であり、議案第 1号は可決いたしました。 

 

－４－ 



―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎ 議案第２号 北海道市町村総合事務組合規約の変更について  

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○議長（溝部幸基）  

日程第 4 議案第 2号 北海道市町村総合事務組合規約の変更についてを、議題といたします。 

提案理由の説明を求めます。 

中島和俊事務局長。 

○事務局長（中島和俊）  

それでは、議案の 3ページを、お願いいたします。   

  

議案第 2号 北海道市町村総合事務組合規約の変更について 

地方自治法第 286号第 1項の規定により、北海道市町村総合事務組合規約を次のとおり変更する。 

平成 28年 7月 1日提出、渡島西部広域事務組合管理者。 

 

変更の内容につきましては、当該組合の構成団体解散による組合からの脱退と、これに係る空知総合振興

局管内の組合構成団体数の変更でございます。 

 内容を説明します。 

議案説明資料の 2ページを、お願いします。 

 

1 提案の理由について 

北海道市町村総合事務組合を構成する団体において、組織の解散に伴い当該組合からの脱退が生じました

ので、規約を変更しようとするものでございます。 

 

2 脱退する団体については、議案第１号と同様のため、説明を割愛いたします。 

ご了解ください。 

 

3 変更の内容について 

 別表第１空知総合振興局の項中、空知管内の組合加入団体数の「（34）」を「（33）」に改め、「、北空

知学校給食組合」を削ります。 

 また、別表第 2の 9の項中からも、「、北空知学校給食組合」を削ります。 

 改正の状況については、下記の(1)及び次の 3ページの(2)の表のとおりでございます。 

 

4 施行期日について 

 この規約は、地方自治法第 286条第 1項の規定による総務大臣許可の日から施行します。 

  

以上で、説明を終ります。 

ご審議、よろしくお願いいたします。 

○議長（溝部幸基） 

 提案理由の説明が終わりました。 

 質疑を行います。 

（「なし」という声あり）          

 

－５－ 



○議長（溝部幸基） 

 質疑なしと認め、質疑を終わります。 

討論を行います。 

（「なし」という声あり） 

○議長（溝部幸基） 

 討論なしと認め、討論を終わります。 

採決を行います。 

お諮りいたします。 

議案第 2号を決することに賛成の方は、起立を願います。 

（賛成者起立） 

○議長（溝部幸基） 

 起立全員であり、議案第 2号は可決いたしました。 

 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎ 議案第３号 北海道市町村職員退職手当組合規約の変更について  

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○議長（溝部幸基）  

日程第 5 議案第 3号 北海道市町村職員退職手当組合規約の変更についてを、議題といたします。 

提案理由の説明を求めます。 

中島和俊事務局長。 

○事務局長（中島和俊）  

それでは、議案の 5ページを、お願いします。   

  

議案第 3号 北海道市町村職員退職手当組合規約の変更について 

地方自治法第 286号第 1項の規定により、北海道市町村職員退職手当組合規約を次のとおり変更する。 

平成 28年 7月 1日提出、渡島西部広域事務組合管理者。 

 

変更の内容は、条文等の整理と、当該組合の構成団体解散による組合からの脱退でございます。 

 内容を説明いたします。 

議案説明資料の 4ページを、お願いいたします。 

 

1 提案の理由について 

北海道市町村職員退職手当組合を構成する団体において、組織の解散に伴い当該組合からの脱退が生じま

したので、条文等の整理とともに規約を変更しようとするものです。 

 

2 変更の内容について 

 

(1) 条文等の整理について 

第 1条中の「健全化を」を、「健全化に」に改めます。 

 第 3条中の「地方公共団体」を「市町村、一部事務組合及び広域連合」に改めます。 

 第 5条の表区分中「互選の方法」を、現行の「市にあっては、通じて１人町村にあっては、北海道総合振 

興局及び北海道振興局の管内」を、5ページの改正後の「市にあっては通じて１人、町村にあっては北海道 
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総合振興局及び振興局の設置に関する条例（平成 20年北海道条例第 78号）別表第 1の所管区域に定める地

域」に改めます。 

別表につきましては、現在、一つの表としている組合の構成団体を、改正後は、「（1）市町村」と「（2）

一部事務組合及び広域連合」の二つに区分します。 

また、これに伴い、表題を「組合を組織する市町村及び市町村の一部事務組合名」から、「組合を組織す

る市町村、一部事務組合及び広域連合」に改めるとともに、構成団体間の区切りとして、新たに「、（句読

点）」を入れようとするものです。 

 

(2) 脱退する団体については、議案第 1号と同様であるため、説明を割愛いたします。 

ご了解ください。 

6ページを、お願いします。 

 

改正の内容は、一部事務組合の空知管内の項中から「北空知学校給食組合」を、削るものでございます。 

 

3 施行期日について 

この規約は、地方自治法第 286条第 1項の規定による総務大臣許可の日から施行いたします。 

  

以上で、説明を終ります。 

ご審議、よろしくお願いいたします。 

○議長（溝部幸基） 

 提案理由の説明が終わりました。 

 質疑を行います。 

（「なし」という声あり） 

○議長（溝部幸基） 

 質疑なしと認め、質疑を終わります。 

討論を行います。 

（「なし」という声あり） 

○議長（溝部幸基） 

 討論なしと認め、討論を終わります。 

採決を行います。 

お諮りいたします。 

議案第 3号を決することに賛成の方は、起立を願います。 

（賛成者起立） 

○議長（溝部幸基） 

 起立全員であり、議案第 3号は可決いたしました。 

 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎ 議案第４号 松前消防署水槽付消防ポンプ自動車（水－Ⅱ型）購入契約の締結について 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○議長（溝部幸基）  

日程第 6 議案第 4 号 松前消防署水槽付消防ポンプ自動車（水－Ⅱ型）購入契約の締結についてを、議

題といたします。 
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提案理由の説明を求めます。 

中島和俊事務局長。             

○事務局長（中島和俊）  

それでは、9ページを、お願いいたします。  

     

議案第 4号 松前消防署水槽付消防ポンプ自動車（水－Ⅱ型）購入契約の締結について 

下記のとおり購入契約するため、議会の議決に付す べき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第3条

の規定により議会の議決を求める。 

平成 28年 7月 1日提出、渡島西部広域事務組合管理者。 

 

契約の目的 松前消防署水槽付消防ポンプ自動車（水－Ⅱ型）購入 

契約の方法 随意契約 平成 28年 6月 3日 

契約金額  4千 850万 5,690円 

契約の相手方 札幌市東区北丘珠 5条 4丁目 3番 1号 

田井自動車工業株式会社 

代表取締役 岡田泰次（きょうじ） 

 

 入札執行の状況等を説明します。 

議案説明資料の 7ページを、お願いいたします。 

 

入札状況調べ 平成 28年 6月 3日執行 

事業の概要は、水槽付消防ポンプ自動車（水－Ⅱ型）の特別仕様となる架装一式として、主ポンプや泡自

動混合システム等の架装、また、車の基本構成としてのシャシー仕様は、平成 28年式、急ブレーキ時の安定

性確保のためのＡＢＳ装着車、四輪駆動等であることとし、車両重量は 1万 3千ｋｇ未満、艤装一式等、記

載のとおりでございます。 

 納期は平成 29年 3月 24日、入札書金額は 4千 498万 9,510円で、課税対象額及び非課税対象額は、記載

のとおりでございます。 

 予定価格は 4千 857万 4,810円で、公表しておりません。  

 

 入札参加業者は、記載のとおり 3社で、1回目、2回目とも、予定価格を下回る応札がなく、入札不調とな

りました。 

このため、地方自治法施行令、また、予算決算及び会計令に基づき不落随意契約に移行する事とし、2 回

目の入札で最低入札者となった田井自動車工業株式会社に対し、予定価格の範囲内での随意契約を協議し、

了解を得ることができましたので、契約金額を協議した結果、4 千 850 万 5,690 円で合意し、仮契約をした

ところです。 

 

 以上で、説明を終ります。 

ご審議、よろしくお願いいたします。 

○議長（溝部幸基） 

 提案理由の説明が終わりました。 

 質疑を行います。 

（「なし」という声あり） 
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○議長（溝部幸基） 

 質疑なしと認め、質疑を終わります。 

討論を行います。 

（「なし」という声あり）       

○議長（溝部幸基） 

 討論なしと認め、討論を終わります。 

採決を行います。 

お諮りいたします。 

議案第 4号を決することに賛成の方は、起立を願います。 

（賛成者起立）                

○議長（溝部幸基） 

 起立全員であり、議案第 4号は可決いたしました。 

 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎ 議案第５号 ストックヤード建設工事請負契約の締結について  

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○議長（溝部幸基）  

日程第7 議案第5号 ストックヤード建設工事請負契約の締結についてを、議題といたします。 

提案理由の説明を求めます。 

中島和俊事務局長。 

○事務局長（中島和俊）  

それでは、議案の 11ページを、お願いいたします。   

  

議案第5号 ストックヤード建設工事請負契約の締結について 

下記のとおり工事請負契約をするため、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例

第 2条の規定により、議会の議決を求める。 

平成 28年 7月 1日提出、渡島西部広域事務組合管理者。 

 

契約の目的 ストックヤード建設工事 

契約の方法 指名競争入札 平成 28年 6月 15日 

契約金額  8千 731万 8千円 

契約の相手方 上磯郡木古内町字木古内 207番地 73 

茂泉・川瀬特定建設工事共同企業体  

       代表者 株式会社 茂泉建設 

代表取締役 近藤 攻（おさむ）        

 

入札執行の状況等を説明します。 

議案説明資料の 8ページを、お願いいたします。 

 

入札状況調べ 平成 28年 6月 15日執行 

工事概要については、建物面積 276.39㎡、公園を含む外溝面積 3,822㎡の整備に係る、建築工事、電気設

備工事、機械設備工事、外構工事の建設工事一式でございます。 
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工期は平成 28年 12月 22日、入札書比較価格 9千 394万 2千円、予定価格は 1億 145万 7千 360円で、公

表しております。 

最低制限価格は、設定しておりません。 

 

入札参加業者は、記載のとおり 4つの特定建設工事共同企業体でございます。 

当該企業体は、構成町内の建築業者で、建築に係る北海道知事の特定建設業の許可を得ている業者で編成

した企業体でございます。         

各企業体の入札金額は記載のとおりで、茂泉・川瀬特定建設工事共同企業体が、入札書記載金額 8 千 85

万円で落札し、消費税 646万 8千円を加算した 8千 731万 8千円で、仮契約をしたところでございます。 

入札率は、86.06％です。 

 

なお、当該施設建設に係る建築確認につきましては、６月１６日付けで渡島総合振興局からの確認済証の

交付があったところでございます。  

9ページを、お願いします。 

           

9ページは、第 1回臨時会で補正いただきました工事請負費の構成町負担額と、入札額の比較表です。 

予算額合計 1億 970万円に対し、契約額 8千 731万 8千万円、差し引き 2千 238万 2千円の予算残であり

ます。 

各構成町の内訳につきましては、記載のとおりでございます。 

 

以上で、説明を終ります。 

ご審議、よろしくお願いいたします。 

○議長（溝部幸基） 

 提案理由の説明が終わりました。 

 質疑を行います。 

（「なし」という声あり） 

○議長（溝部幸基） 

 質疑なしと認め、質疑を終わります。 

討論を行います。 

（「なし」という声あり） 

○議長（溝部幸基） 

 討論なしと認め、討論を終わります。 

採決を行います。 

お諮りいたします。 

議案第 5号を決することに賛成の方は、起立を願います。 

（賛成者起立） 

○議長（溝部幸基） 

 起立全員であり、議案第 5号は可決いたしました。 
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―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎閉会の議決 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○議長（溝部幸基） 

 お諮りいたします。 

以上で、本会議の案件審議は、全て終了いたしましたので、平成 28年第 2回臨時会を閉会いたしたいと思

いますが、これにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 ご異議なしと認めます。 

 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎閉会宣告 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○議長（溝部幸基） 

 これをもって閉会いたします。 

どうも、ご苦労様でした。 

 

 

 

 

（閉会 午後２時２２分） 
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